
我が国における施策の状況  
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近年のたばこを取り巻く状況  

たばこに関連する施策  

平成12年3月 健康日本21策定  

平成16年3月以降順次 広告規制の強化  （目的）  

21世紀の我が国を、全ての国民が健やかで心豊かに生活できる活力のある社会とするため、壮年期死  

亡の減少、健康寿命の延伸及び生活の質の向上を実現することを目的とする。  
（たばこ関係）  

知識の普及、未成年者喫煙防止、受動喫煙の防止、禁煙支援  

平成16年3月に「製造たばこに係る広告を行う  
際の指針」（平成16年3月8日財務省告示第109号）の改正。  

平成16年4月以降順次テレビ、ラジオ、インター  

ネット、屋外広告等を原則禁止とする等の措置。  平成19年4月 健康日本21中間評価報告書  

○成人の喫煙に関する目標「喫煙をやめたい人がやめる」を新たに設置。  
O「この目標の下、（中略）喫煙率を引き下げ、たばこの消費を抑制し、国民の健康に与える悪影響を低減  
させていくことが必要である。」  平成17年7月 たばこパッケージの注意文言の改正  

新たな8種類の注意文言を作成し、平成15年7月の  
たばこ事業等分科会において承認  

平成17年7月以降に販売される製造たばこへの表示  

の義務付け。  

平成15年5月 健康増進法施行  

（目的）  

第1条（略）国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改  

善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。  
（受動喫煙）  

第25条（略）多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止  
するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。  

月 がん対策  平成18年6  

（国民の責務）  

第6条 国民は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣が健康に及ぼす影響等がんに関する正しい知識  

を持ち、がんの予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、必要に応じ、がん検診を受けるよう努めな  
ければならない。  

（附帯決議）  

十九、がんをはじめとする生活習慣病の予防を推進するため、革新的ながんの予防についての研究の  
促進及びその成果の活用、喫煙が健康に及ぼす影響に関する啓発及び知識の普及を図るほか、喫煙  

を総合的に実施すること。  

平成19年6月 がん対策推進基本計画策定   

がんの予防   
○すべての国民が喫煙の及ぼす健康影響について十分に認識すること【3年以内】   

○未成年者の喫煙率を0％とすること【3年以内】  12   
○禁煙支援プログラムのさらなる普及【3年以内】  



FCTC（たばこ規制枠組条約）に基づく取組  

＊我が国におけるたばこ対策について、WHOが179カ国のたばこ使用状況・たばこ対策の状況を総合的に分析した報告書「WHO Rcport onGlobalTobacco  

Epidel11ic．2008TlleMPOWERpackage」（平成20年2月7日）において示した、各国がたばこ規制枠組条約（FCTC）を遵守する支援をするための重要で効果的なたばこ  

対策上の6つの施策パッケージ（「MPOWモR」）に基づき、分類したもの。  

＊「MPOWER」とは、下記6つの施策の頭文字に由来している。   



仙POWER・条約第20条、21条  

国民健康一栄養調査  

健康増進法（平成14年法律第103号）に基づき、国民の身体の状況、栄養摂取量及び  
生活習慣の状況を明らかにし、国民の健康増進の総合的な推進を図るための基礎資  
料を得るために皇室実施。  
1．身体状況調査  

2．栄養摂取状況調査  

3．生活習慣調査  

食生活、身体活動■運動、飲酒、喫煙等に関する生活習慣全般  
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喫煙率の状況について  

我が国の喫煙率  諸外国の喫煙率  
（％）  

国名   男性   女性   

日本   

（39．9）   （10．0）  

39．4   11．0   

ドイツ   
（39．0）   （31．0）  

37．3   28．0   

フランス   
（38．6）   （30．3）  

30．0   21．2   

オランダ   
（37．0）   （29．0）  

35．8   28．4   

イタリア   
（32．4）   （17．3）  

31．3   17．2   

イギリス   
（27．0）   （26．0）  

27．0   25．0   

カナダ   
（27．0）   （23．0）  

22．0   17．0   

米国   
（25．7）   （21．5）  

24．1   19．2   

オーストラリア   
（21．1）   （18．0）  

18．6   16．3   

スウェーデン   
（19．0）   （19．0）  

16．7   18．3   

出典‥平成14年までは国民栄養調査。平成15年からは国民健康一栄養調査  

※国民栄養調査と国民健康・栄養調査では、喫煙の定義及び調査  

方法が異なるため、その単純比較は困難である。  

出典：TobaccoATLAS（2006）   
日本の数値は平成19年国民健康・栄養調査 

15  

※（）書はATLAS（2002）及びH18国民栄養調査の値   



未成年者の喫煙について  

男子中学生、高校生難事比酎平舶年」2年」締）  女子中学生、純生難事比針平成綿、12年誹㈲  
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［コ月喫煙者にの30日間に1日でも喫煙した者）  匿Ⅰ毎日喫煙者にの30日間に毎日喫煙した者）   

出典：厚生労働科学研究費補助金健康科学総合研究費業「未成年者の喫煙実態状況に関する調査研究」等   



「健康日本21」におけるたばこ対策の取組について  

仙POWER・条約第8条、12条、14条  
【今後の取組】  現在の状況  これまでの取組  

健康日本21  ○ターゲットを絞った施策  

→20、30歳代（特に女性）、   
妊産婦等に対する取組  

喫煙率（H19年国民健康■栄養調査）  

男性：39．4％   

→他の先進国と比べて高い喫煙率  

女性：11．0％   
→喫煙率が横ばい傾向  

知識の普及  W  
・ホームページ、シンポジウム等  

による普及啓発活動  

○学校■家庭教育等による  

情報伝達、啓発の推進  
○入手経路に関する対策  

→自動販売機の規制強化  
（平成20年7月から成人識別自動   

販売機が導入された）  

未成年者喫煙防止  
・未成年者喫煙防止対策WGの   

開催  

－たばこ対策促進事業（補助金）  

による都道府県等での施策の  

推進  

■全体的に減少傾向にある  
（例）高3男子   

H12：36．9％ → H16：21．7％   

■たばこ自動販売機は、未成年者の  

たばこの主な入手経路となっている。  
（H16年厚生労働科学研究による調査結果）  

○公共施設等の禁煙一分煙  

化の促進  

→実施状況の把握、取組   
状況の報告、公表等  

→民間企業等との連携  

受動喫煙の防止 P  
・健康増進法第25条  

一職場における喫煙対策のため   

のガイドライン  

・たばこ対策促進事業（補助金）  

による都道府県等での施策の  

推進  

職場や公共施設において、対策に  
取り組んでいる割合は増加。  
（H17年職場における喫煙対策実施状況  

調査／H16年地方自治体庁舎等における  

禁煙・分煙の実施状況調査）   

飲食店や娯楽施設等における取組  

が依然不十分。  ○地域における禁煙支援環  

境の整備  

→禁煙支援マニュアルの   

普及、活用  
→禁煙成功者等による禁   

煙普及員の養成   

禁煙支援  ○  

■市町村等における禁煙指導等  

・地方自治体等の担当者に対す  
る講習会の実施  

現在習慣的に喫煙している者のうち、  
「たばこをやめたい」「本数を減らした  

い」と回答した者の割合は全休で男  

女とも6割弓壷。  
（H19年国民健康・栄養調査）  



健康日本21中間評価（たばこ分野）  

目標項目（指標の目安）  対象   ベースライン値   中間実績値   目標値   

肺がん   84．5％   87．5％＊   100％  

喘息   59．9％   63．4％＊   100％  

気管支炎   65．5％   65．6％＊   100％  

4．1   
喫煙が及ぼす健康影響につい ての十な知の及  

分識普  
40．5％   45．8％＊   100％  

（知っている人の割合）  脳卒中   35．1％   43．6％＊   100％  

胃潰癌   34．1％   33．5％＊   100％  

妊娠に関連した異常   79．6％   83．2％＊   100％  

歯周病   27．3％   35．9％＊   100％   

男性（中学1年）   7．5％   3．2％   0％  

未成年者の喫煙をなくす  
男性（高校3年）   36．9％   21．7％   0％  

4．2   （喫煙している人の割合）  
女性（中学1年）   3．8％   2．4％   0％  

女性（高校3年）   15．6％   9．7％   0％   

公共の場）  

公共の場及び職場における分  都道府県   89．4％   100％   100％  

煙の徹底及び効果の高い分煙  95．9％   100％   100％  

に関する知識の普及  市町村   50．7％   89．7％   100％  
4．3     （分煙を実施している割合）  

保健所   95．5％   100％   100％  

職場）   40．3％   55．9％   100％  

効果の高い分煙に関する知識  77．4％   100％  

の普及（知っている人の割合）   79．0％   100％   

4．4  禁煙支援プログラムの普及   
禁煙支援プログラムが提供  

されている市町村の割合   
32．9％   39．7％   100％   

★ 策定時のベースライン値を把握した調査と中間実績値を把握した調査とが異なっている数値   



がん対策推進基本計画（平成19年6月）  

仙POWER・条約第8条、12条、14条  
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仙PowER一条約第8条  

・健康日本21（公共の場■職場における分煙の徹底、効果の  

高い分煙に関する知識の普及）  

■健康増進法（第25条）  

・職場における喫煙対策のためのガイドライン  

ーたばこ対策促進事業（受動喫煙防止対策を行う自治体  

への支援）  

t受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会（■平成20年  

3月～開催、平成20年度末報告書とりまとめ（予定））  
20   



仙POwER・条約第14条  

・健康日本21（禁煙支援プログラムの普及）  

・禁煙支援マニュアルの作成、普及、活用  

・ニコチン依存症管理料の新設（平成18年度～）  
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仙POWER⊥条約第12条  

一葉煙週間及び世界禁煙デー記念シンポジウムの開催  

・ホームページを活用した情報提供  

・喫煙と健康問題に関する検討会報告書（たばこ白書）  

・たばこパッケージヘの新注意文言の表示  
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・政府公報：TV2本、ラジオ1本、インターネットテレビ（予定）  

コマーシャルフィルム（30秒）作成中  

ポスター（作成中）：マンスリー健康センターを通じて市区町村に周知  

ホームページ掲載  

女性誌掲載（予定）  

来年度印刷配布（予定）  

企業にCSRのお願い  
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主な紙巻きたばこの税負担割合等  
（財務省調べ）  

たばこ税  

小売定価  
地方税   

消費税   合計税額   負担割合  
国税  

300円   87．44円   87，44円   14．28円   189．16円   63．1％   

※たばこ税の増税については、厚生労働省として、  

税制改正要望を行ったところ  24   



条約第16条  

・未成年者喫煙禁止法の徹底  

1未成年者喫煙防止に関する指導啓発等の喫煙防止教育  
の充実  

・たばこ対策促進事業  

25   




